
５ 改訂計画（案）の内容



５ 改訂計画（案）の内容

主な計画変更内容
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C-H
(-14)330m

C-G
(-12)230m C-F

(-12)300m
C-E

(-12)260m C-D
(-10)180m D-D

(-9)220m D-C
(-7.5)180m

D-B
(-7.5)130m

完成自動車

臨時野積場
3.9ha

港湾関連用地
(高機能物流施設用地、

事務所用地 等）

民間
野積み場

現況

今回計画

千葉中央地区では、コンテナ、完成自動車、
RORO、一般貨物と荷姿の異なる貨物を多く扱って
いるが、利用岸壁や荷捌き地の配置が混在してお
り、非効率な荷役が発生している。

コンテナターミナル 完成自動車 一般貨物

自動車
コンテナ

RORO

RORO

一般貨物

一般貨物

RORO

一般貨物

出洲ふ頭

千葉中央ふ頭

【コンテナ取扱の問題点①】
・コンテナ取扱量は既にターミナル取
扱能力を超過
・コンテナヤード不足のため千葉中央
地区の物揚場用地をシャーシ置場と
して利用。

【完成自動車取扱の問題点①】
自動車ヤード不足のため、出洲埠頭の
臨時野積場への横持ちが発生

非効率利用の解消と機能強化に向けた埠頭再編
■岸壁と背後用地の一体的利用を可能とする機能配置
■船舶の大型化ニーズに対応した岸壁機能の強化

・コンテナヤードの拡張
・岸壁増深・延伸、連続２Ｂ化

自動車ヤードの
拡張と集約化

・ROROヤード、
の集約化
・岸壁の機能強化

一般貨物ヤードの集約化

【RORO取扱の問題点】
・利用岸壁と荷捌きが分散し非効率な
利用（千葉中央埠頭Ｂ岸壁）
・船舶の大型化ニーズへの対応が不可

【完成自動車取扱の問題点②】
・岸壁延長不足のため大型PCC船が隣接
岸壁にはみ出して係留
・大型ＰＣＣ船着岸時は岸壁背後の一般
貨物の荷役が行えない状況

一般貨物RORO



５ 改訂計画（案）の内容

公共埠頭計画（外内貿コンテナ）

○コンテナ船の大型化やコンテナ貨物量の増加に対応するため、岸壁の増深・延長および

コンテナヤードの拡張を計画する。

既定計画 今回計画
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C-F (-12m) 1B 240m
【既設】

C-G (-12m) 1B 240m
【既設】

C-G (-12m) 1B 230m （コンテナ船用）
【既設の変更計画】

ふ頭用地
（荷さばき施設用地及び保管施設用地）
15ha【既設】

千葉中央地区

C-H (-14m)1B 330m （コンテナ船用）
【既定計画の変更計画】

港湾関連用地 43.1ha



５ 改訂計画（案）の内容

公共埠頭計画（完成自動車）

〇PCC船の大型化に対応するため、岸壁の延伸および自動車ヤードの拡張を計画する。

○併せて、効率的な荷役のため岸壁の配置変更を行う。

既定計画 今回計画
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C-H (-12m) 1B 300m（完成自動車船用）
【既定計画】

C-F (-12m) 1B 240m【既設】

C-F (-12m) 1B  300m（完成自動車船用）
【既設の変更計画】

C-E (-12m) 1B 260m（完成自動車船用）
【既設の変更計画】

千葉中央地区

ふ頭用地
（荷さばき施設用地及び保管施設用地）
4ha【既設】



５ 改訂計画（案）の内容

公共埠頭計画（バルク）

〇老朽化・低利用岸壁および新たな土地造成計画に対応するため、バルク船用岸壁の集約および
配置変更を行う。

既定計画 今回計画
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D-A (-7.5m) 1B 130m【既設】
D-B (-7.5m) 1B 130m【既設】
D-C (-7.5m) 1B 130m【既設】
D-D (-12m) 1B 240m【既定計画】

C-A (-10m) 1B  200m【既設】
C-B (-10m) 1B  200m【既設】
C-C (-10m) 1B  200m【既設】
C-D (-10m) 1B  200m【既設】
C-E (-10m) 1B  200m【既設】

C-I (-7.5m) 1B 130m【既設】

C-A (-10m) 1B 200m【廃止】
C-B (-10m) 1B 200m【廃止】
C-C (-10m) 1B 200m【廃止】
C-D (-10m) 1B 180m【新規計画】

C-I (-7.5m) 1B 130m【既設】

千葉中央地区

D-B (-7.5m) 1B 130m【既設の変更計画】

ふ頭用地（荷さばき施設用地及び保管施設用地）
11ha【新規計画】

ふ頭用地（荷さばき施設用地及び保管施設用地）
4ha【既設】

港湾関連用地 43.1ha



５ 改訂計画（案）の内容

公共埠頭計画（内貿ユニットロード）

〇 ＲＯＲＯ船の大型化及び新たな土地造成計画に対応するため、岸壁の延伸および配置変更
を行う。

既定計画 今回計画

36

C-A～E (-10m) 5B 1,000m
のバルク岸壁を利用

D-D (-9m) 1B 220m（RORO船用）
【既定計画の変更計画】

D-C (-7.5m) 1B 180m（RORO船用）【既設の変更計画】

ふ頭用地（荷さばき施設用地及び保管施設用地）
8ha（うち7ha既設）【既定計画】

千葉中央地区



５ 改訂計画（案）の内容

港湾施設の利用（危険物取扱施設計画）

○企業の事業計画に基づき、危険物取扱施設を計画する。
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(-8m) 1B（専用）【工事中】

(-5m) 1B 60m（専用）【既定計画】

千葉中央地区

(-7.5m) 1B 130m（専用） 【既定計画】
(-6m) 1B 120m(うち105m既設）（専用）【既定計画】

(-5.5m) 1B（専用）【既定計画】

(-5.5m) 1B 183m（専用）【既定計画】

五井地区 今回計画今回計画



５ 改訂計画（案）の内容

港湾施設の利用（危険物取扱施設計画）
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(-5.5m) 1B （専用）【既定計画】

姉崎地区

(-10m) 2B 390m（専用）【既定計画】
(-7.5m) 1B 130m（専用）【既定計画】

北袖ケ浦地区

○企業の事業計画に基づき、危険物取扱施設を計画する。

今回計画今回計画



５ 改訂計画（案）の内容

港湾施設の利用（危険物取扱施設計画）
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(-7.5m) 1B （専用）【既定計画】

南袖ケ浦地区

○企業の事業計画に基づき、危険物取扱施設を計画する。

今回計画



５ 改訂計画（案）の内容

水域施設計画

○係留施設の計画変更に伴い、岸壁前面に対象船舶の停泊に必要な泊地を確保する。

既定計画 今回計画
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泊地 (-12m) 0.1ha【既定計画】

泊地 (-12m) 4.6ha【既定計画】

泊地 (-14m) 2.5ha 【既定計画の変更計画】

泊地 (-12m) 2.0ha 【既設の変更計画】

泊地 (-9m) 1.5ha【既定計画の変更計画】

千葉中央地区


